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１  高齢者人口の推移と今後の推計 

　平成 26 年４月１日現在の市の 65 歳以上の人口は 38,174 人で、高齢化率は

24.6％となっています。平成 22 年４月１日現在 31,676 人（高齢化率 20.5％）であ

ったものが、増加しています。 

　平成 37 年度までの高齢者の推移をみると、増加はさらに続き、75 歳以上のいわゆる

後期高齢者の割合も増加しています。平成 37 年には後期高齢者割合が前期高齢者割合

を上回ることが予測されます。 

※平成 25 年は、住民基本台帳及び外国人登録台帳の登録者数（各年４月１日現在）

です。 

※将来の推計方法は国の将来総計人口に従いました。 
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２ 要介護（要支援）認定者の現状と推計 

　市の要介護等認定者数は、平成 26年９月末現在で 5,312 人でした。高齢化の進行とと

もに、要介護認定者数は今後も増加し続けるものと予測されます。 

　計画初年度の平成27年度は5,537人、計画最終年度の平成29年度は6,371人、平成37

年度は9,039人になると見込まれます。 

　また、要介護等認定者の高齢者人口に占める割合は、平成 26年度で13.0％でした。平成

27年度には13.3%、平成29年度には14.4%、平成37年度には18.8%になると見込まれます。

 

※　平成25・26 年度は9 月末の実績値、平成27 年度以降は推計値です。 

※　要介護・要支援認定者の人数は、第 1 号被保険者と第2 号被保険者の合計値です。 
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３ 地域包括ケアの実現に向けて 

（１）地域包括ケアシステムの構築に向けて 

要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続ける

ことができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され、地域の

「新たな支え合い」の発展により支えられる地域包括ケアシステムの構築に向けて、本

市では、重点となる施策を中心に、計画的に取り組んでいきます。 
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（２）重点的取組事項 

■在宅医療・介護連携の推進（第４章基本目標２・５・P64） 

《国の基本的な考え》 

○疾病を抱えても、住み慣れた住まいで療養し、暮らしつづけるためには、在宅療養

を支える関係機関が連携し、包括的かつ継続的なサービスを提供することが必要で

す。多業種との協働により、在宅医療・介護が地域で一体的に提供できるよう、医

師会等と協働しながら、計画期間中に段階を追って、地域の関係機関による連携体

制づくりを進めていきます。  

　　　↓

 《久喜市における取り組み》 

○　関係機関と連携して、地域の在宅医療のあり方や連携の体制について、その仕組

みづくりに取り組みます。 
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基本目標１ 高齢者の安心・安全を支える 

２　地域包括ケアシステムのさらなる充実

（１） 地域包括ケアシステムの充実―地域ケア会議の実施

 【現状と課題】

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすためには、介護保険サービスや高齢者福祉サ

ービスの充実だけでなく、さまざまな機関や団体が連携し、高齢者を地域全体で支える取

り組みが大切です。事業者調査やケアマネジャー調査では、「関係各機関が情報共有でき

るシステムの構築」、「どうしたら高齢者が地域で住み続けられるかを検討しあえる場」

が必要であるといった意見がありました。

　地域の特性を十分把握し、介護や医療、生活援助などの各分野について多職種で地域ご

との解決方法を検討する場を設定することが求められています。

 【今後の展開】

　市では、地域包括支援センターを中心とした相談・支援体制を推進し、区長や民生委員・

児童委員、社会福祉協議会、介護サービス事業者、医療機関、ボランティア団体、ＮＰＯ

など、関係機関・関係団体との連携を図りながら、高齢者の生活を温かく支える地域包括

ケアシステムの充実を図ります。

　現在、地域包括支援センターを中心として個別ケア会議を実施していますが、これに加

え、①在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の仕組みづくり（P64）、②認知症の初期対応

の強化（P56）、③介護予防・日常生活支援総合事業（P53）、④高齢者の住まいの確保（P50）、

といったテーマごとに、地域の支援者を含めた多職種による専門的視点を交えて地域資源

を確認し地域づくりなどを通じてサービスの資源開発につなげたり、個々のケアマネジメ

ントを支援する場として、市全体の「地域ケア会議」を設け、地域の福祉課題に対応して

いきます。 

（２） 在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の仕組みづくり （概要、後掲 P64・基本

目標２・５に詳述）

【現状と課題】 

　高齢者が長く在宅生活を継続するために不可欠な要素として、在宅医療の基盤整備が求

められています。また医療機関と介護事業所が連携して継ぎ目のないサービスを展開して

いくことが必要です。 

【今後の展開】 

　地域ケア会議を活用し、多職種による協議体を設置して関係者間のネットワークを形成し

ます。この協議体で地域ごとの資源の分析を踏まえ、「地域チーム医療体制」の確保や、在

宅医療・介護連携に関する相談機関の設置などの在宅医療の確保策の検討に取り組みます。
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基本目標２ 高齢者のこころとからだを支える 

５　保健・医療との連携 ― 在宅医療・介護連携の仕組みづくり 

【現状と課題】 

　介護や予防のサービス整備とともに、在宅医療の体制を整えていくことが、地域で高齢

者が生活を続けていく環境の整備につながることから、在宅医療の基盤整備と、介護サー

ビスと医療サービスをスムーズに行き来できる在宅医療・介護連携の仕組みづくりが重要

です。 

　在宅認定者調査では、往診してくれる医師がいたら利用したいかとの問いに63.7％の人

が「利用したい」と答えています。一方、近くに往診してくれる医師がいるかとの問いに

は「いない」と答えた人が56.1％おり、在宅医療についてはニーズが高いけれども基盤整

備が追いついていない現状が浮き彫りになっています。 

　また、ケアマネジャー調査では、在宅医療と介護の課題として、「往診医師の不足」が

76.6％、「退院後の円滑な在宅生活復帰のサポート」が54.1％、「医療機関と介護事業所

を結ぶ仕組み」が53.2％となっており、医療機関と介護事業所が連携して継ぎ目のないサー

ビスを展開していくことが求められています。 

【今後の展開】 

　在宅医療を確保するためには、往診をはじめとする在宅医療に取り組む医師の確保と、

その医師を地域の医療機関が結束して支える「地域チーム医療体制」の確保が必要です。 

　また、在宅医療と介護の連携の仕組みについては、地域の在宅医療と介護事業者の情報

を一元的に把握し、医療側、介護側双方から持ち込まれるケースを検討して適切なサービ

スにつなぐ相談機関が必要です。 

　市は本計画期間中に地域ケア会議を活用し、市・地域包括支援センター・社会福祉協議

会・医療機関・介護事業者・ケアマネジャー・民生・児童委員などの地域代表などを構成

員とする、在宅医療のあり方を検討する協議体を設置して、連携の前提となる関係者間の

ネットワーク作りと、地域ごとの資源の分析を踏まえた在宅医療の確保策の検討に取り組

んでいきます。 

　また、市としても、部署を超えた連携を図って在宅医療の確保及び在宅医療・介護連携

の取り組みを進めていきます。 
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5　地域支援事業 

　市では、介護予防を推進し、高齢者が住み慣れた地域で継続して生活できるよう、介護、

予防、医療、生活支援、住まいの５つのサービスを一体化して提供する「地域包括ケア」

の考え方に基づき、引き続き地域支援事業を行います。 

（１） 地域支援事業の概要

　地域支援事業は、地域で生活する高齢者が、要支援・要介護状態にならないように介護

予防を推進するとともに、要介護状態等になった場合においても、可能な限り、地域にお

いて自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業です。地域における包括的・

継続的なケアマネジメント機能を強化する観点から、市が実施主体となります。 

　地域支援事業の内容は「介護予防・日常生活支援総合事業」「包括的支援事業」「任意事

業」の３つから構成されます。 

（３） 包括的支援事業

8



③ 地域ケア会議の充実 （再掲）

【現状と課題】

　地域の特性を十分把握し、介護や医療、生活援助などの各分野について地域ごとの解決

方法を検討する、関係機関の意見交換の場を設定することが課題です。

【今後の展開】

　テーマごとに、地域資源を確認して不足するサービスを整備するとともに、地域ごとに

関係者が一同に会し情報交換をできる場として、従来実施している個別ケア会議のほか、

平成27年度中に市全体の「地域ケア会議」を設け、地域の福祉課題に対応していきます。

④ 在宅医療・介護連携の推進 （再掲） 

【現状と課題】 

　在宅医療の基盤整備と、介護サービスと医療サービスをスムーズに行き来できる在宅医

療・介護連携の仕組みづくりが重要です。 

【今後の展開】 

　在宅医療を担う医師とこれをサポートする地域チーム医療体制の整備、在宅医療センタ

ーの設置などにより在宅医療を確保し医療と介護の連携体制を整えることを目標として、

在宅医療のあり方を検討する会議体を設置し、連携の前提となる関係者間のネットワーク

作りと、地域ごとの資源の分析を踏まえた在宅医療の確保策の検討に取り組んでいきます。
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